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01 専従リハビリテーション療法士の業務の整理



01 地域包括ケア病棟の包括算定リハビリテーション

引用改変



01 補完代替リハビリテーション

2026 年度診療報酬改定

補完代替リハビリテーションは、理学療法士等が実施可能な業務の

一部であることが明確化された －1 

■疾患別リハビリテーション料に規定されたその他リハビリテーション

■病棟における疾患別リハビリテーションや特掲診療料の算定に係る業務以外の ADL 維持・

向上、自立を目的とした評価・指導

■リハビリテーション・栄養・口腔連携（体制）加算における疾患別リハビリテーションや

特掲診療料の算定に係る業務以外の評価・指導

■補完代替リハビリテーションの業務は、以上のそれぞれの専従理学療法士等が実施可能な

業務の一部である ことを、当局に確認済



02 疾患別リハビリテーション専従療法士の業務

引用改変： 2026.03.10 厚生労働省保険局医療課  令和 8 年度診療報酬改定について  13. 重点的な対応が求められる分野（医学管理・リハビリテーション）

補完代替リ

ハは、既定

の単位数に

含めない業

務のその他

リハに含ま

れる。



02 脳血管疾患等リハビリテーション料 (Ⅰ)に関する施設基準

(２ ) 次のアからエまでを全て満たしていること。

エ  アからウまでの専従の従事者が合わせて 10 名以上勤務すること。

これらの 専従の従事者については、 第２章第１部医学管理、第２部在宅医療、第７部リハビ

リテーション、第８部精神科専門療法、 その他リハビリテーション 及び患者・家族等の指導

に関する業務（専任として配置が求められる者を含む。）並びに介護施設等への助言に 係る業

務に従事することは差し支えない。

また、第 38 の１の (12) の例により、専従の非常勤理学療法士、専従の非常勤作業療法士又は

専従の非常勤言語聴覚士を常勤理学療法士数、常勤作業療法士数又は常勤言語聴覚士数にそ

れぞれ算入することができる。

ただし、常勤換算し常勤理学療法士数、常勤作業療法士数又は常勤言語聴覚士数に算入する

ことができるのは、常勤配置のうち理学療法士は４名、作業療法士は２名、言語聴覚士は１

名までに限る。

引用改変： 2026.03.05 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて

補完代替リハビリテーションは、その他リハビリテーションに含まれるため、

疾患別リハビリテーションの専従者は補完代替リハビリテーションを提供可能となった
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(２ ) 次のアからエまでを全て満たしていること。

エ  アからウまでの専従の従事者が合わせて 10 名以上勤務すること。

これらの 専従の従事者については、 第２章第１部医学管理、第２部在宅医療、第７部リハビ

リテーション、第８部精神科専門療法、 その他リハビリテーション及び患者・家族等の指導

に関する業務（専任として配置が求められる者を含む。）並びに介護施設等への助言 に係る業

務に従事することは差し支えない。

また、第 38 の１の (12) の例により、専従の非常勤理学療法士、専従の非常勤作業療法士又は

専従の非常勤言語聴覚士を常勤理学療法士数、常勤作業療法士数又は常勤言語聴覚士数にそ

れぞれ算入することができる。

ただし、常勤換算し常勤理学療法士数、常勤作業療法士数又は常勤言語聴覚士数に算入する

ことができるのは、常勤配置のうち理学療法士は４名、作業療法士は２名、言語聴覚士は１

名までに限る。

脳血管疾患等リハビリテーション料 (Ⅰ)に関する施設基準

引用改変： 2026.03.05 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて

含める業務 ：特掲診療料の 点数に係る 業務

含めない業務 ：その他リハビリテーションを含む 点数に

係らない 業務

規定の単位数に



02 第７部  リハビリテーション ＜通則＞

５の２  疾患別リハビリテーション

の実施単位数 は、従事者１人につ

き １日 当たりの実施単位数として

18 単位を標準 とし、 週当たりの実

施単位数として 108 単位 までとす

る。当該実施単位数は、疾患別リ

ハビリテーション及び集団コミュ

ニケーション療法の実施単位数を

合わせた単位数であること。ただ

し、 １日 当たりの実施単位数とし

て 24 単位を上限 とする。なお、当

該従事者が心大血管疾患リハビリ

テーションを集団療法により実施

する場合には、実際に心大血管疾

患リハビリテーションに従事した

時間 20 分を１単位とみなした上で

計算するものとする。

５  疾患別リハビリテーション料の

点数は、患者に対して 20 分以上個

別療法として訓練を行った場合（

以下この部において「１単位」と

いう。）にのみ算定 するものであ

り、訓練時間が １単位に満たない

場合は、基本診療料に含まれる。

ただし、リハビリテーション実施

計画書及びリハビリテーション総

合実施計画書の作成及び説明時間

、リハビリテーションの記録に係

る時間、個別療法のために移動す

る時間等、 患者に対して直接訓練

を実施しなかった時間は、当該訓

練時間には含まれない 。

５の３  疾患別リハビリテーション

を担当する専従の従事者の実施単

位数については、特掲診療料施設

基準通知の別添１の第 38 の１の（

２）、第 40 の１の（２）、第 40 

の２の１の（２）、第 41 の１の（

２）、第 42 の１の（２）及び第

44 の１の（２）のそれぞれに規定

する業務のうち、疾患別リハビリ

テーション及び集団コミュニケー

ション療法以外の特掲診療料に係

る業務に実際に従事した時間を合

算した時間が、 20 分以上の場合は

20 分を１単位 とみなした上で、５

の２に規定する実施単位数に加え

て計算する。

引用改変： 2026.03.05 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて

赤字は既定の単位数に含める・含めない業務の主な根拠



02 病棟専従リハビリテーション療法士の業務

引用改変： 2026.03.10 厚生労働省保険局医療課  令和 8年度診療報酬改定について  13. 重点的な対応が求められる分野（医学管理・リハビリテーション）

補完代替リハ

は、 疾患別リ

ハや特掲診療

料の算定に係

る業務以外の

ADL の維持 、

向上等を目的

とした評価 ・

指導に含まれ

る 。

同評価 ・ 指導

を実施するた

めに疾患別リ

ハの算定を制

限



02 入院基本料

引用改変： 2026.03.05 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について（通知）別添 1 医科診療報酬点数表に関する事項

Ａ３０８－３  

地域包括ケア病棟入院料

Ａ３０８  

回復期リハビリテーション

病棟入院料

Ａ３０４  

地域包括医療病棟入院料

( ７ )  当該病棟に専従の理学療法士等は 、 当該

病棟の患者に対し 、 疾患別リハビリテーショ

ン等の提供等により 、 全ての入院患者に対す

るＡＤＬの維持 、 向上等を目的とした評価 ・

指導を行うこととし 、 疾患別リハビリテーシ

ョン料等の対象とならない患者についても 、

ＡＤＬの維持 、 向上等を目的とした評価 ・ 指

導を行う こと 。 当該評価 ・ 指導において必要

な場合 、 医科点数表第１章第２部第２節入院

基本料等加算 、 第２章第１部医学管理等 、 第

３部第３節生体検査料及び第７部第１節リハ

ビリテーション料に掲げる各項目のうち 、 理

学療法士 、 作業療法士又は言語聴覚士が行う

こととして認められている業務を 、 当該病棟

の患者に対して行うことは差し支えない 。 当

該病棟の患者に対して ＡＤＬの維持 ・ 向上等

を目的とした評価 ・ 指導を行うため 、 専従の

理学療法士等は１日につき６単位相当を超え

た疾患別リハビリテーション料等の算定はで

きない ものとする 。 なお 、 当該病棟の患者 に

対する評価 ・ 指導等は 、 必要に応じて 、 病棟

外又は屋外等 、 配置された病棟以外の場所に

おいて実施することも可能 である 。

( ４ )  当該病棟に専従の理学療法士 、 作業療法

士及び言語聴覚士は 、 当該病棟の患者に対し

、 ＡＤＬの維持及び向上等を目的とした評価

・ 指導を行う こと 。 当該評価 ・ 指導において

必要な場合 、 医科点数表第１章第２部第２節

入院基本料等加算 、 第２章第１部医学管理等

、 第３部第３節生体検査料及び第７部第１節

リハビリテーション料に掲げる各項目のうち

、 理学療法士 、 作業療法士又は言語聴覚士が

行うこととして認められている業務を 、 当該

病棟の患者に対して行うことは差し支えない

。 なお 、 当該病棟の患者に 対する指導等は 、

必要に応じて 、 病棟外又は屋外等 、 配置され

た病棟以外の場所において実施することも可

能である 。

( ５ )  当該入院料を算定する 全ての患者に対し

て 、 病棟等における早期歩行 、 ＡＤＬの自立

等を目的とした理学療法又は作業療法が行わ

れる こととする 。

( ６ )  当該病棟に専従の理学療法士 、 作業療法

士及び言語聴覚士 （ 以下この項において 「 専

従の療法士等 」 という 。 ） は、 当該入院料を

算定する全ての患者に対して 、 （ ５ ） に規定

する業務が行われていることに留意しつつ 、

主として当該病棟の患者に対して 、 医科点数

表第２章第７部第１節に掲げる リハビリテー

ションの提供並びにＡＤＬの向上及び自立等

を目的とした評価 ・ 指導を行う こと 。 当該評

価・ 指導において必要な場合 、 医科点数表第

１章第２部第２節入院基本料等加算 、 第２章

第１部医学管理等及び第３部第３節生体検査

料に掲げる各項目のうち 、 理学療法士 、 作業

療法士又は言語聴覚士が行うこととして認め

られている業務に従事することは差し支えな

い。 なお 、 当該病棟の患者 に対する評価 ・ 指

導等は 、 必要に応じて 、 病棟外又は屋外等 、

配置された病棟以外の場所において実施する

ことも可能 である 。



02 病棟専従療法士の業務

引用改変： 2026.03.05 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について（通知）別添 1 医科診療報酬点数表に関する事項

病棟種別
地域包括
ケア病棟

地域包括
医療病棟

回復期
リハビリテーション病棟

評価・指導

＊補完代替リハ
は、疾患別リハ
や特掲診療料
の算定に係る業
務を除く評価・
指導や、その他
リハに含まれる。

対象 当該病棟
の患者

当該病棟の患者
疾患別リハビリテーション等の対象になる
患者もならない患者も含む、全ての入院患
者

当該入院料を算定する全ての患者
主として当該病棟の患者（専門性の高
いリハを入外共に患者に提供可能）

目的 ＡＤＬの維
持及び向
上等

ＡＤＬの維持、向上等
※ＡＤＬの維持・向上等を目的とした評価・
指導を行うため、専従の理学療法士等は１
日につき６単位相当を超えた疾患別リハビ
リテーション料等の算定はできない

病棟等における早期歩行、ＡＤＬの自
立等を目的とした理学療法又は作業
療法が行われることに留意しつつ、第
７部第１節に掲げるリハビリテーション
の提供並びにＡＤＬの向上及び自立等

特掲診療料の
提供

行う
こと

なし なし 医科点数表第２章第７部第１節に掲
げるリハビリテーションの提供

必要
時

医科点数表第１章第２部第２節入院基本料等加算、第
２章第１部医学管理等、第３部第３節生体検査料及び
第７部第１節リハビリテーション料に掲げる各項目のう
ち、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うこ
ととして認められている業務

上記以外の左記業務

評価・指導の場
所

必要
時

当該病棟の患者に対する評価・指導等は、必要に応じて、病棟外又は屋外等、配置された病棟
以外の場所において実施することも可能
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疾患別リハは

包括算定かつ

平均 2 単位 /日

以上の設定に

加えて 、 ADL

の維持 ・ 向上

等を目的とし

た評価 ・ 指導

を実施

リハビリテーション・栄養・口腔連携（体制）加算の専従リハビリテーション療法士の業務

引用改変： 2026.03.10 厚生労働省保険局医療課 令和 8年度診療報酬改定について 4. 包括期・慢性期入院医療

ADL の維持 ・

向上等を目的

とした評価 ・

指導を実施す

るために疾患

別リハの算定

を制限



02 病棟専従の療法士の介入事例

20251001 中医協  【診調組とりまとめ  資料編③】

■補完代替リハビリ

テーション は、 同連

携（ 体制 ） 加算の専

従療法士が算定でき

る 、 疾患別リハや特

掲診療料に係る業務

以外の 、 左記 ADL 維

持・ 向上 、 自立等を

目的とした評価 ・ 指

導や 、 その他リハビ

リテーションに含ま

れる 。

患者の状態に合わせ

て疾患別リハと組み

合わせることで 、 効

果的 ・ 効率的な介入

が可能となる



03 短時間（ 1単位未満）リハビリテーションについて

2026 年度診療報酬改定

補完代替リハビリテーションは、理学療法士等が実施可能な業務の

一部であることが明確化された －2

■第７部  リハビリテーション＜通則＞において、「疾患別リハビリテーション料の点数は、

患者に対して 20 分以上個別療法として訓練を行った場合（以下この部において「１単位」

という）にのみ算定するものであり、訓練時間が１単位に満たない場合は、基本診療料に

含まれる」とされる。このような短時間のリハビリテーションは、疾患別リハビリテーショ

ン料に規定されたその他リハビリテーションに該当するとされる。

■このような短時間のリハビリテーションは、従事した時間を合算して 20 分1 単位とみなせる

業務には該当しない。

■こうしたリハビリテーションは、補完代替

リハビリテーションの中の POC リハビリ

テーションの概念に近いものと思われる。

■以上は当局に確認済。
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５の２  疾患別リハビリテーション

の実施単位数は、従事者１人につ

き１日当たりの実施単位数として

18 単位を標準とし、週当たりの実

施単位数として 108 単位までとす

る。当該実施単位数は、疾患別リ

ハビリテーション及び集団コミュ

ニケーション療法の実施単位数を

合わせた単位数であること。ただ

し、１日当たりの実施単位数とし

て 24 単位を上限とする。なお、当

該従事者が心大血管疾患リハビリ

テーションを集団療法により実施

する場合には、実際に心大血管疾

患リハビリテーションに従事した

時間 20 分を１単位とみなした上で

計算するものとする。

その他リハ
に包含

訓練時間が 1 単位に満たない短時間リハは基本診療料に包括される

従事した時間を合算して 20 分1 単位とみなせる業務には該当しない

５の３  疾患別リハビリテーション

を担当する専従の従事者の実施単

位数については、特掲診療料施設

基準通知の別添１の第 38 の１の（

２）、第 40 の１の（２）、第 40 

の２の１の（２）、第 41 の１の（

２）、第 42 の１の（２）及び第

44 の１の（２）の それぞれに規定

する業務のうち、疾患別リハビリ

テーション及び集団コミュニケー

ション療法以外の特掲診療料に係

る業務に実際に従事した時間を合

算した時間が、 20 分以上の場合は

20 分を１単位とみなした上で、５

の２に規定する実施単位数に加え

て計算する。

短時間リハ（個別 ）
≒POC リハ

第７部  リハビリテーション ＜通則＞

５  疾患別リハビリテーション料の

点数は、 患者に対して 20 分以上個

別療法として訓練を行った場合（

以下この部において「１単位」と

いう。）にのみ算定するものであ

り、 訓練時間が１単位に満たない

場合は、基本診療料に含まれる。

ただし、リハビリテーション実施

計画書及びリハビリテーション総

合実施計画書の作成及び説明時間

、リハビリテーションの記録に係

る時間、個別療法のために移動す

る時間等、患者に対して直接訓練

を実施しなかった時間は、当該訓

練時間には含まれない。

引用改変： 2026.03.05 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について（通知）別添 1 医科診療報酬点数表に関する事項



03 POC(Point of Care) リハビリテーションについて

引用改変： 2025.06.26 （令和７年度第５回）入院・外来医療等の調査・評価分科会

POC リハが初め

て 、 中医協と入

院・ 外来医療等

の調査 ・ 評価分

科会の場で紹介

された 。



03 POC(Point of Care) リハビリテーションについて

引用改変： 2025.06.26 （令和７年度第５回）入院・外来医療等の調査・評価分科会

生活機能リハ の

イメージ として

、 POC リハが紹

介された 。



03 POC(Point of Care) リハビリテーションについて

引用改変： 2025.06.26 （令和７年度第５回）入院・外来医療等の調査・評価分科会

POC リハのエビ

デンスが紹介さ

れた 。

POCリハの詳細は web で！

＜https://chiiki -hp.jp/care/rehabilitation ＞



04 まとめ

算定
従事者の

実施単位
備考

疾患別リハビリテーション及び集団コ

ミュニケーション療法

特掲診療料に係る業務に実際に従事

例）排尿自立支援加算

＊可

♯可

加えて計算

加えて計算

20分未満の業務は

合算して 20分以上に

なれば1単位とみなす

• 疾患別リハ専従者は、１人 18 単位/日を標準、 24単位/日

を上限として、 108 単位/週まで算定可能

• 地域包括医療病棟専従者は、１人 6単位/日まで算定可能

• 地域包括ケア病棟において、 ＊は包括算定（ DPC/PDPS

算定期間を除く）、 ♯ は同診療料毎に異なる

疾患別リハビリテーション料の算定に

おいて訓練時間が 1単位に満たない場合

を含む、その他リハビリテーション等

例） POCリハ等

不可

基本診療

料に包含
加えない

８時間の就業時間内で実施可能単位の

他に余地があれば実施可能

疾患別リハビリテーション料の算定におけるリハビリテーション実施計画書及びリハビリテーション総合実施計画書の作成及び説

明時間、リハビリテーションの記録に係る時間、個別療法のために移動する時間等の患者に対して直接訓練を実施しなかった時間

や、その他リハビリテーション及び患者・家族等の指導に関する業務、介護施設等への助言に係る業務等は、当該訓練時間には含

まれない。

ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
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ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ

リハビリテーション・栄養・口腔連携

（ 体制）加算の専従療法士も実施が可能



（ｅラーニング） 2026 年度 地域包括ケア推進病棟協会アカデミ ー

講義プログラム（全 7分野、９講義）

１． 2026 年地域包括ケアシステムの理解（ 60 分）
「地域包括ケア推進病棟協会における新たな病院機能と地域
包括ケア・医療病棟における各医療スタッフのコンピテン
シー」
仲井培雄 医療法⼈社団和楽仁 芳珠記念病院 理事長

２．マルチモビディティ（ 60 分）
「地ケアのマルチモビディティを踏まえた診療のコツ」
大浦 誠 南砺市民病院 内科部長・総合診療科部長

３．認知症とせん妄の治療とケア（ 60 分）
「認知症とせん妄の治療とケア」
内海知加子 内田病院 認知症看護認定看護師

４．補完代替リハビリテーション（ 60 分）
「地域包括ケア・医療病棟の補完代替リハビリテーション」
野瀬範久 医療法人社団十善会 野瀬病院 理事長

５．ＡＣＰと在宅復帰支援（各 30 分、計 60 分）
「ＡＣＰ」
小関香奈 ベルピアノ病院 社会福祉士 医療福祉相談室 室長補佐
「在宅復帰支援」
糸田恭子 ベルピアノ病院 退院支援看護師 主任

６．口腔ケアと栄養（各 30 分、計 60 分）
「口腔ケア」
阪口英夫 医療法人永寿会 陵北病院 歯科医師 副院長
「栄養ケア・マネジメント」
高田健人 十文字学園女子大学 人間生活学部 食物栄養学科 准教授

７．多職種連携による対策（ 60 分）
「多職種連携による病棟のポリファーマシー対策」
髙山喜光 内田病院 薬剤師
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